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　平成１６年３月１日現在の最低賃金は、６３７円になります。これは、
北海道で事業を営む全産業の使用者と労働者に適用されます。
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　今年も労働保険（労災保険・雇用保険）の確定（平成１５年度）、

概算（平成１６年度）の申告・納付時期となりました。

　事業主の皆さんは、期間内に手続きをお願いします。

▼����　５月２０日（木）　▼������　最寄りの金融機関・

郵便局・労働基準監督署・北海道労働局

▼���　札幌東労働基準監督署労災第二課（�011－894－2819）
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�
　花の育成管理に関する知識や技術・花の扱い方に関す
る知識を持つ人で、北海道知事の認定を受けています。
　道内では約1,400名のフラワーマスターが「花壇づく
りのデザイン・花種選定のアドバイス・花に関する研修
会や講習会」など各地域で花のまちづくりアドバイザー
として活躍中です。
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　７名のフラワーマスターが、町内会など
様々なところで相談、助言、指導をしたり
と活躍されています。
　もし花に関することでお悩みであれば、
何でもどうぞお気軽にご相談ください。　
　得意分野もバラエティーに富んでいま
すので、きっと良いアドバイスをもらえる
でしょう！
　また、花に関する講習会などへの講師依
頼も随時受け付けています。詳しくは、下
記までご相談ください。
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　北海道の農山漁村において、地
域の活性化や個性的で魅力ある地
域づくりに貢献した活動を行って
いる団体は応募してください。
▼����
������　地域の特色を生か
し、生活と生産に根ざした景観形
成活動。
���������　地域で生産
される農林水産物及びそれらを利
用した主として加工品の生産販売
活動。
���������　地域の魅力
を高めるコミュニティづくりを行
う、都市または他地域の人達との
交流活動。
▼���　札幌開発建設部（�011
－611－0111・内2424）
▼������
http://www.hkd.mlit.go.jp/
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荒戸恵子さ
ん

(樺戸町)
佐藤宏司さ

ん

(太美町)
佐藤さよ子さ

ん

  (太美町)

�木馥美さ
ん

　(弥生)
菅 純子さ

ん

(六軒町)
森本 茂さ

ん

(獅子内)
長尾正枝さ

ん

　(弥生)
土の性質
差し木・差し芽

ハーブ
ハンギング

土づくり
苗づくり
エクステリア

ハンキング
花の特性
花の種子

苗のつくり方
整形花壇
種のまき方

バラづくり
宿根草

バラづくり
宿根草
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������甲種、乙種（第１～

第６類）及び丙種

◎����5月23日（日）

◎���　札幌市ほか６市

◎����　4月7日（水）～１5日

（木）　　　　　　　　　　
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◎����6月15日（火）～１８日

（金）の４日間

◎���　札幌市

◎����　4月１9日（月）～５

月7日（金）

◎��������	
���

���　不特定多数の人が出入す

る建物で収容人員３００人以上など。

◎�����防火管理者実務経験

が３年以上のほか、多数の要件が

ありますので、問い合わせくださ

い。

▼��　当別消防署消防課指導係

（�３－２５３７）　　　　　　　　
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　鳥インフルエンザの発生が東南

アジアを中心に猛威を振るってい

ます。

　野外で鳥類を飼っている方は、

▼����

�昭和５０年４月２日～昭和５８年

　４月１日生まれの方

�昭和５８年４月２日以降生まれで

　次に該当する方

�大学を卒業した方（平成１７年３

月に大学卒業見込者を含む）

�人事院が�に掲げる者と同等の

資格があると認める方

▼����　６月１３日（日）

▼�����７月２７日（火）・２８

日（水）の指定された１日
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▼���　札幌市ほか

▼��������

北海道労働局総務部総務課（札幌

市北区北８条西２丁目１番1　札幌

第１合同庁舎）

▼����　４月１６日（金）（当

日消印有効）

▼��������	


北海道労働局（�011－709－2311）

次の点に注意してください。
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　死んでいる野鳥を見つけたとき

は、素手で触らずにビニール袋に

入れ、燃えるゴミとして処理して

ください。

　不明な点は、下記へ問い合わせ

ください。

▼����環境

対策課環境対策

係（�3－2503）

▼����

　昭和４９年４月２日から昭和５８

年４月１日生まれで、大学（短期

大学を除く）を卒業した方（平成

１７年３月に大学卒業見込者を含

む）

▼����　5月23日（日）

▼�����札幌市ほか

▼�����6月下旬～７月中旬

▼�����

北海道警察本部採用センター（札

幌市中央区北２条西７丁目）

▼����　４月６日（火）～23

日（金）

▼�������

���

北警察署警務課

（�011－727－

0110）
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　建築基準法の改正により、当別

町都市計画区域のうち用途地域の

指定のない区域（白地地域）の

「建築物の形態基準」が指定され、

４月１日から開始となりました。

　指定された内容は、次の場所で

いつでも確認することができま

す。
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    当別町都市計画区域のうち用

途地域の指定のない区域内におけ

る容積率、建ペイ率と建築物の各

部分の高さの制限値。
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　年末年始、土・日曜、祝日を除

く、８時４５分～１７時１５分まで。

▼���　建設課建築係（�3－

3147）


